
意見公募要領 

 １ 意見募集対象  

福岡武道館の管理、運営に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(案） 

 

 ２ 資料入手方法  

意見募集対象となる規則案の概要については、福岡県警察ホームページ（https://www.poli 

ce.pref.fukuoka.jp/）に掲載するほか、福岡県警察本部警務部教養課にて閲覧に供します。 

 

 ３ 意見提出方法  

   電子メールを利用する場合  

メールフォームに必要事項（氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の

氏名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス））

を明記し、意見を入力の上、意見提出期限までに送信してください。 

 

 ファックス及び郵送の場合 

添付ファイル「意見書参考様式」に必要事項を明記して、意見を記入の上、送付して 

ください。（同様の様式でも構いません。） 

● ファックスの場合 

   ファックス番号：０９２－６４１－４１４１（内線２７１９） 

  福岡県警察本部警務部教養課武道館移転ＰＴ宛て 

※ ６の問合せ先に電話連絡後、送付してください。 

● 郵送の場合 

〒８１２－８５７６ 福岡市博多区東公園７番７号 

福岡県警察本部警務部教養課武道館移転ＰＴ 

  

 ４ 意見提出期限  

令和７年８月６日（火）午後５時４５分（必着） 

 

 ５ 留意事項  

 提出していただく意見は、日本語によるものに限ります。 

 意見が１０００字を超える場合は、その内容の要旨を添付してください。 

 ファックス又は郵送の場合には、別途、意見の内容を保存した磁気ディスク等の提出

をお願いする場合があります。なお、送付いただいた磁気ディスク等については返却で

きませんので、あらかじめ御了承ください。 

 提出されました意見は、後日、意見公募の結果を公示する際に、福岡県警察ホームペ

ージに掲載するほか、福岡県警察本部警務部教養課において閲覧することができます。 

 氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、意見の内容に不明な点が

あった場合の連絡・確認といった、本規則案に対する意見募集に関する業務にのみ利用

させていただきます。 

 意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。 

 

 ６ 問合せ先  

   福岡県警察本部警務部教養課武道館移転ＰＴ 

    電話番号：０９２－６４１－４１４１（内線２７４８） 

     


